
法人名
特定非営利活動法人

いなば社会福祉評価サービス
特定非営利活動法人
メイアイヘルプユー

認証期間
平成２９年７月１６日から
令和２年７月１５日まで

平成２９年７月１６日から
令和２年７月１５日まで

認証更新期間
令和２年７月１６日から
令和５年７月１５日まで

令和２年７月１６日から
令和５年７月１５日まで

所在地 鳥取市湖山町東 東京都品川区西五反田

代表者 上野　友喜子 新津　ふみ子

評価事務責任者 植田　哲朗 鳥海　房枝

評価区分 地域密着型 第三者評価

評価調査者 ７名 ８名

県内における
評価件数

【鳥取県内】
　Ｈ２９年度　　７件
　Ｈ３０年度　１４件
　R元年度　　６件

３か年度合計　２７件

【鳥取県内（全国）】
Ｈ２９年度　　２件（６０件）
Ｈ３０年度　　１件（５３件）
R元年度　 　２件（４９件）

３か年度合計　５件（１６２件）

現地調査 令和２年５月２９日
令和２年６月５日
※電話で聞き取り

備考 継続認証 継続認証

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関の認証申請について

※申請書類審査表及び現地調査審査結果については、別添のとおりです。

資料６



法人名
特定非営利活動法人
福祉経営ネットワーク

特定非営利活動法人
あいおらいと

認証期間
平成２９年９月２１日から
令和２年９月２０日まで

平成２９年７月２８日から
令和２年７月２７日まで

認証更新期間
令和２年９月２１日から
令和５年９月２０日まで

令和２年７月２８日から
令和５年７月２７日まで

所在地 東京都千代田区九段南 鳥取市気高町

代表者 中村　俊二 田中　進

評価事務責任者 浅野　紀子 田中　進

評価区分 地域密着型
第三者評価
地域密着型

評価調査者
７名

※新たに３名登載手続中
第三者評価　７名
地域密着型　４名

県内における
評価件数

【鳥取県内（全国）】
Ｈ２９年度　４件（５件）
　Ｈ３０年度　３件（３件）
　R元年度　　４件（４件）

３か年度合計　１１件（１２件）

【第三者評価　県内（全国）・地域密着型（全国）】

　　Ｈ２９年度　２件（２件）・１件（１件）
Ｈ３０年度　４件（５件）・１件（１件）
　R元年度　６件（１３件）・２件（２件）

３か年度合計　１２件（２０件）・４件（４件）

現地調査
令和２年６月５日
※電話で聞き取り

令和２年５月２９日

備考 継続認証 継続認証

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関の認証申請について

※申請書類審査表及び現地調査審査結果については、別添のとおりです。



  

資料６－１ 

評価機関認証申請書類審査表 
 

【申請団体】 特定非営利活動法人いなば社会福祉評価サービス 
 

○審査表１（要件の審査） 

認証要件（認証要綱第３条） 申請者の状況 適否 備考 

１ 法人格を有すること。 特定非営利活動法人である 適  

２ 

申請法人が、社会福祉法及び介護保険法に規定する

福祉・保健サービス（社会福祉法第２条第３項第１

２号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第

１３号に規定する連絡又は助成を行う事業及び各

種相談事業に係るサービスを除く。以下「福祉・保

健サービス」という。）を提供していないこと。 

福祉・保健サービスを提供していな

い 
適  

３ 

申請法人の役員の過半数が、次の各号のいずれにも

該当しないこと。 
   

ア 福祉・保健サービス提供法人の役員及び福祉・

保健サービスを提供する施設若しくは事業所

の長若しくは管理者であること。ただし、申請

法人が、地域福祉の推進を図ることを目的とし

て設立された福祉・保健サービス利用者に係る

権利擁護などの公益的な事業を実施している

団体であり、公正に評価を実施できると鳥取県

社会福祉・保健サービス評価推進委員会が認め

る場合はこの限りでない。 

該当なし 適  

  イ 地域密着型サービスを提供する施設等の職

員であること。（地域密着型サービス外部評価

に限る。） 

該当なし 適  

４ 

評価調査者を２名以上委嘱しており、その委嘱は、

県が評価区分ごとに公表する評価調査者養成研修

修了者名簿に登載されている者の中から行ってい

ること。なお、既に他の評価機関と重ねて委嘱され

ている者については、当該評価機関の同意を得た上

で、委嘱していること。 

地域密着型サービス外部評価の評価

調査者７名 
適 

１名名字変

更手続中 

５ 

認証要綱第３条第１項第５号に掲げる資料等を整

備し、公開していること。 

※認証要綱第８条第１項第７号（認証機関が遵守すべ

き事項）において「自己の管理するホームページに同

資料等を掲載すること」としている。 

※令和元年度第１回評価推進委員会において、評価料

金表だけでなく、その積算資料も提出を依頼するよう

提案があった。 

申請団体のホームページにおける公

表状況は以下のとおり 

（第３条第１項第５号関係） 

ア 評価調査者一覧：公開中 

イ 評価の内容、手法等に関する規

程：公開中 

ウ  倫理及び守秘義務に関する規

程：公開中 

エ 評価料金表：公開中 

オ 評価実績：WAM ネットのリンク 

適  

６ 
評価を受審した施設等からの苦情等への対応体制

を整備していること。 

苦情解決実施要領は定めている。 

（様式は現在準備中） 
適  

７ 

認証要綱第１１条の規定に基づき、認証を取り消さ

れた法人については、県が決定した再認証の条件を

満たしていること。 

― ―  

８ 

認証の更新を行う日の属する年度の前年度から直

近３か年度における評価件数（社会的養護関係施設

に係る評価件数を含む。）が１０件未満の場合にあ

っては、当該更新を行う年度内に更新時研修を受講

していること。 

【鳥取県内】 

平成２９年度：７件 

平成３０年度：１４件 

令和元年度 ：６件 

３か年度合計：２７件 

適  

 



【申請団体】 特定非営利活動法人いなば社会福祉評価サービス  
 

○審査表２（必要資料の審査） 

認証要綱第４条第１項に掲げる申請に必要な資料 資料の有無及び該当資料 留意点・修正点 

１ 法人登記簿謄本 有  

２ 役員名簿 有  

３ 定款又は寄付行為等 定款  

４ 
法人の事業計画または事業概要を説明す

る書類 

・令和２年度事業計画書

（案） 

・平成３０年度、令和元年

度事業報告 

・令和２年度 特定非営利

活動に係る事業 会計収

支予算書（案） 

 

５ 
前年度予算書及び決算書（新設法人は不

要） 

・令和元年度特定非営利活

動に係る事業 会計収支

予算書（案） 

・令和元年度特定非営利活

動に係る事業 会計収支

決算 

 

６ 

法人の一部の部署が評価事業を行う場合

は、当該部署名及び部署の事業内容を記載

した書類 

－  

７ 

所属する評価調査者一覧（他の評価機関と

重ねて委嘱している者がいる場合は、他の

評価機関の同意書を添付） 

調査者名簿  

８ 評価手順及び手法に関する書類 

・評価の流れ 

・訪問調査当日の流れ（参

考例） 

 

 

９ 倫理及び守秘義務に関する規程 
・守秘義務規程及び倫理規

程について 
 

１０ 苦情解決体制の概要 
・苦情解決実施要領関係書

類他（現在、様式は準備中） 
 

１１ 評価料金表 

・評価料金表（令和２年４

月１日） 

・補足説明資料 

 

１２ その他（評価実績） －  

 



特定非営利活動法人いなば社会福祉評価サービス

申請者の状況 評価 備考

(1) 　行っていない 〇

(2) 　行っていない 〇

(3) 　該当なし 〇

① 高齢者を対象とした福祉・保健サービス

② 障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス

③ ①及び②以外を対象とした福祉・保健サービス

(5) 　該当なし 〇

(6) 　該当なし 〇

(7) 　該当なし 〇

①
　評価調査者の所属する福祉・保健サービス提供法人（以下「評価調査者所属法人」とい
う。）と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供している。

②
　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サー
ビスを提供している。

③
評価調査者所属法人と受審施設等とがともに①及び②以外を対象とした福祉・保健サービ

スを提供している。

(9) 　該当なし 〇

(10) 　該当なし 〇

(11) 　行っていない 〇

(12) 　該当なし 〇

(13) 　該当なし 〇

(14) 　該当なし 〇

(15)
審査項目（２０）
以下を参照

(16)
　連続となること
があった

×

・調査者が連続と
ならないよう計画
はするが、急遽調
査者が変更となる
ことがあり、連続
となることがあっ
たため、連続とな
らないよう指導し
た。

継続認証に係る現地調査審査表

　評価は、県が別に定める鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領に基づ
いて行うこと。

　同一施設等を連続して評価する場合には、評価調査者のうち少なくとも半数以上は連続になら
ないようにすること。

　評価機関の役員の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の
役員、職員又は利用者がいる。

　該当なし

確認事項

評価を受審する施設等（以下「受審施設等」という。）と次に掲げる関係にない。

評価機関の役員（会員及び顧問等は対象外）が、受審施設等と次に掲げる関係にない。

評価機関関係

役員関係

　評価機関が、受審施設等又は受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人の本部（以下
「法人本部」という。）若しくは受審施設等以外の施設等（以下「同一法人施設等」という。）
に対し、現在若しくは過去１年間に寄付若しくは会計事務委託などを行っている又は現在若しく
は過去に経営コンサルタントを行っている。

○評価機関認証要綱第８条（評価機関が遵守すべき事項）関係

　受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人が、評価機関に対し、現在又は過去１年間
に寄付又は経営コンサルタントなどを行っている。

1

　評価調査者が、福祉・保健サービス提供法人の役員又は施設等の長若しくは管理者であって、
かつ次に掲げる関係にある。

2

所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合（上記(8)の場合を除く。）には、受審施
設等に対する当該評価調査者の派遣人数を１名以内とすること。

　評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過
去１年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

　評価機関の役員に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利
用者がいる。

　評価調査者の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役
員、職員又は利用者がいる。

　該当なし(4)

評価調査者関係

　評価機関の役員の所属する福祉・保健サービス提供法人（①地域福祉の推進を図るために設立
された法人、②公益的な事業を行っている法人で公正に評価できると鳥取県社会福祉・保健サー
ビス評価推進委員会が認めた法人を除く。）が、次に掲げる区分において、受審施設等と同一の
サービスを提供している。

(8)
3

　評価調査者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用者
がいる。

〇

〇

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに（１２）及び（１３）以外を対象とした福祉・保
健サービスを提供している。

　所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合には、当該評価調査者以外の評価調査者
により、当該受審施設等の評価を行っている。

　評価調査者に、地域密着型サービスを提供する施設等の職員がいる。（地域密着型サービス外
部評価に限る。）

　評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去１
年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

4

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供し
ている。

評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス
を提供している。



申請者の状況 評価 備考確認事項

(17) 　整備している 〇

① 評価機関として認証された日及び番号

② 実施する評価の種類

③
法人の概要（法人の一部部署が評価を行う場合は、当該部署の概要）・評価調査者一覧・評
価内容及び手法に関する規程、倫理及び守秘義務に関する規程、評価料金表、評価実績（評
価がない場合は不要）及び事務責任者の連絡先等

(19)
　漏えいしていな
い

〇

(21) 　説明されている 〇

(23) 　同意を得ている 〇

(24) 　該当なし 〇

(25)
　合議により決定
している

〇

(26) 　該当なし 〇

(27) 　該当なし 〇

(28)

　２か月以内に掲
載できていないこ
とがあり、また掲
載後の通知をして
いない

×

(29)
　２か月以内に公
表できない理由を
通知していない

×

(30)
　交付しているが
様式の記載事項が
若干間違っていた

×

・様式の記載事項
が若干間違ってい
たため、修正する
よう指導した。

　適切である

⑦その他、評価の受審に当たり必要なこと

⑥評価機関の倫理、守秘義務に関すること

⑤評価結果の公表、苦情対応に関すること

①評価項目、評価区分（３段階：ａ,ｂ,ｃ）、２段階（ａ,ｃ）

④評価調査者数

⑤評価調査日数

③評価料金及び解約に関すること

①事業の趣旨、スケジュール、評価項目等

(22)

　掲載している

○鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領関係

　受審施設等からの苦情等への対応体制を整備していること。（認証要綱第３条第１項第６号）

　評価結果について、訪問調査の日から２か月以内に報告書をWAMネットに掲載し、事業者に通
知しているか

　上記期間内に公表ができない場合に、理由等を事業者に通知しているか

②評価方法（訪問調査、書面調査）

⑦評価の公表期間

⑧報告書

　上記の方法で決定できない場合や事業者から報告書の内容に異議があった場合に評価決定委員
会で評価が決定されているか

　事業者から提出された意見書の取扱は適正か
　※意見書を受領した場合、評価決定委員会で報告書の内容を決定、挙証資料があれば報告書の
内容に盛り込むことも要検討

④事前に提出を受ける書類、提出期限、当日の準備書類等

③自己評価

⑥公表方針

(18)

　事業の透明性を確保するため、次の事項を自己の管理するホームページに掲載すること。

　評価を受審の上、評価項目の全ての評価結果の公表に同意した事業所に対し、認定証を交付し
ているか

6

　事前説明会等により事業者に説明されているか

　事前説明事項は適切か

　役員、評価調査者及び事務局職員は、評価を実施する上で知り得た情報を漏えいしていない
か。

〇

　評価終了後、報告書を公表するに当たり事業者の承認を得られているか

　報告書の内容に異議を申し出た事業者から意見書の提出を適切に受け付けているか

　体制・方法は適正か
・評価調査者は２
名を基本としてい
る。
・評価は訪問調査
（１日）を基本と
している。

・事前説明は、全
ての事業所に対し
て事前説明資料に
より説明をしてい
る。

②評価に入る評価調査者の氏名

〇

〇

・事前説明で公表
の同意後WAMネッ
トに掲載する旨説
明はしているが、
WAMネット掲載後
に改めて通知はし
ていなかったこと
から通知するよう
指導した。
・公表の遅延理由
の多くが、受審施
設からの同意の連
絡が遅いためであ
るが、２か月以内
に公表できない理
由を通知していな
かったことから、
事業所へ同意の確
認を行うか、遅延
理由を通知するよ
う指導した。

5

　県の事務取扱要
領の内容を満たし
た体制・方法で実
施している

　評価の決定方法について、訪問調査を行った評価調査者の合議により適切に決定されているか

(20)



  

資料６－２ 

評価機関認証申請書類審査表 
 

【申請団体】 特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 
 

○審査表１（要件の審査） 

認証要件（認証要綱第３条） 申請者の状況 適否 備考 

１ 法人格を有すること。 特定非営利活動法人である 適  

２ 

申請法人が、社会福祉法及び介護保険法に規定する

福祉・保健サービス（社会福祉法第２条第３項第１

２号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第

１３号に規定する連絡又は助成を行う事業及び各

種相談事業に係るサービスを除く。以下「福祉・保

健サービス」という。）を提供していないこと。 

福祉・保健サービスを提供していな

い 
適  

３ 

申請法人の役員の過半数が、次の各号のいずれにも

該当しないこと。 
   

ア 福祉・保健サービス提供法人の役員及び福祉・

保健サービスを提供する施設若しくは事業所

の長若しくは管理者であること。ただし、申請

法人が、地域福祉の推進を図ることを目的とし

て設立された福祉・保健サービス利用者に係る

権利擁護などの公益的な事業を実施している

団体であり、公正に評価を実施できると鳥取県

社会福祉・保健サービス評価推進委員会が認め

る場合はこの限りでない。 

該当なし 適  

  イ 地域密着型サービスを提供する施設等の職

員であること。（地域密着型サービス外部評価

に限る。） 

― ―  

４ 

評価調査者を２名以上委嘱しており、その委嘱は、

県が評価区分ごとに公表する評価調査者養成研修

修了者名簿に登載されている者の中から行ってい

ること。なお、既に他の評価機関と重ねて委嘱され

ている者については、当該評価機関の同意を得た上

で、委嘱していること。 

福祉サービス第三者評価調査者８名 適  

５ 

認証要綱第３条第１項第５号に掲げる資料等を整

備し、公開していること。 

※認証要綱第８条第１項第７号（認証機関が遵守すべ

き事項）において「自己の管理するホームページに同

資料等を掲載すること」としている。 

※令和元年度第１回評価推進委員会において、評価料

金表だけでなく、その積算資料も提出を依頼するよう

提案があった。 

申請団体のホームページにおける公

表状況は以下のとおり 

（第３条第１項第５号関係） 

ア 評価調査者一覧：公開中 

イ 評価の内容、手法等に関する規

程：公開中 

ウ 倫理及び守秘義務に関する規

程：公開中 

エ 評価料金表：公開中 

オ 評価実績：公開中 

適  

６ 
評価を受審した施設等からの苦情等への対応体制

を整備していること。 
苦情受付窓口を設置している。 適  

７ 
認証要綱第１１条の規定に基づき、認証を取り消さ

れた法人については、県が決定した再認証の条件を

満たしていること。 

― ―  

８ 

認証の更新を行う日の属する年度の前年度から直

近３か年度における評価件数（社会的養護関係施設

に係る評価件数を含む。）が１０件未満の場合にあ

っては、当該更新を行う年度内に更新時研修を受講

していること。 

【鳥取県内（全国）】 

平成２９年度 ：２件（６０件） 

平成３０年度 ：１件（５３件） 

令和元年度  ：２件（４９件） 

３か年度合計：５件（１６２件） 

適  

 



【申請団体】 特定非営利活動法人メイアイヘルプユー  
 

○審査表２（必要資料の審査） 

認証要綱第４条第１項に掲げる申請に必要な資料 資料の有無及び該当資料 留意点・修正点 

１ 法人登記簿謄本 有  

２ 役員名簿 有  

３ 定款又は寄付行為等 定款  

４ 
法人の事業計画または事業概要を説明す

る書類 

２０１９年度事業計画 

（２０１９年１０月～２

０２０年９月） 

 

５ 
前年度予算書及び決算書（新設法人は不

要） 

・２０１９年度予算案 

・平成３０年度決算書 
 

６ 

法人の一部の部署が評価事業を行う場合

は、当該部署名及び部署の事業内容を記載

した書類 

－  

７ 

所属する評価調査者一覧（他の評価機関と

重ねて委嘱している者がいる場合は、他の

評価機関の同意書を添付） 

２０２０年度 所属評価

調査者一覧 
 

８ 評価手順及び手法に関する書類 

・申し込みから受審に至る

流れ 

・評価のしくみ 

・評価の手順 

・事前説明 

・自己評価（事業評価） 

・訪問調査（事業評価） 

・利用者調査 

・福祉施設・事業所への報

告（フィードバック）およ

び報告会 

 

９ 倫理及び守秘義務に関する規程 ・倫理規程  

１０ 苦情解決体制の概要 
・所在地・お問い合わせ・

苦情受付窓口 
 

１１ 評価料金表 ・評価料金 

・積算根拠はなし。 

・社会的養護施設及び保

育所の受審費用を考慮し

相対で決定。 

１２ その他（評価実績） 
・第三者評価実績一覧（２

０２０年３月３１日現在） 
 

 



特定非営利活動法人メイアイヘルプユー

申請者の状況 評価 備考

(1) 　行っていない 〇

(2) 　行っていない 〇

(3) 　該当なし 〇

① 高齢者を対象とした福祉・保健サービス

② 障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス

③ ①及び②以外を対象とした福祉・保健サービス

(5) 　該当なし 〇

(6) 　該当なし 〇

(7) 　該当なし 〇

①
　評価調査者の所属する福祉・保健サービス提供法人（以下「評価調査者所属法人」とい
う。）と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供している。

②
　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サー
ビスを提供している。

③
評価調査者所属法人と受審施設等とがともに①及び②以外を対象とした福祉・保健サービ

スを提供している。

(9) 　該当なし 〇

(10) 　該当なし 〇

(11) 　行っていない 〇

(12) 　該当なし 〇

(13) 　該当なし 〇

(14) 　該当なし 〇

(15)

(16)
　連続となってい
ない

〇

4

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供し
ている。

評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス
を提供している。

　評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去１
年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

〇

〇

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに（１２）及び（１３）以外を対象とした福祉・保
健サービスを提供している。

　所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合には、当該評価調査者以外の評価調査者
により、当該受審施設等の評価を行っている。

　評価調査者に、地域密着型サービスを提供する施設等の職員がいる。（地域密着型サービス外
部評価に限る。）

　該当なし(4)

評価調査者関係

　評価機関の役員の所属する福祉・保健サービス提供法人（①地域福祉の推進を図るために設立
された法人、②公益的な事業を行っている法人で公正に評価できると鳥取県社会福祉・保健サー
ビス評価推進委員会が認めた法人を除く。）が、次に掲げる区分において、受審施設等と同一の
サービスを提供している。

(8)

3

　評価調査者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用者
がいる。

　評価調査者が、福祉・保健サービス提供法人の役員又は施設等の長若しくは管理者であって、
かつ次に掲げる関係にある。

2

所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合（上記(8)の場合を除く。）には、受審施
設等に対する当該評価調査者の派遣人数を１名以内とすること。

　評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過
去１年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

　評価機関の役員に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利
用者がいる。

　評価調査者の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役
員、職員又は利用者がいる。

確認事項

評価を受審する施設等（以下「受審施設等」という。）と次に掲げる関係にない。

評価機関の役員（会員及び顧問等は対象外）が、受審施設等と次に掲げる関係にない。

評価機関関係

役員関係

　評価機関が、受審施設等又は受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人の本部（以下
「法人本部」という。）若しくは受審施設等以外の施設等（以下「同一法人施設等」という。）
に対し、現在若しくは過去１年間に寄付若しくは会計事務委託などを行っている又は現在若しく
は過去に経営コンサルタントを行っている。

○評価機関認証要綱第８条（評価機関が遵守すべき事項）関係

　受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人が、評価機関に対し、現在又は過去１年間
に寄付又は経営コンサルタントなどを行っている。

1

継続認証に係る現地調査審査表

　評価は、県が別に定める鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領に基づ
いて行うこと。

　同一施設等を連続して評価する場合には、評価調査者のうち少なくとも半数以上は連続になら
ないようにすること。

　評価機関の役員の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の
役員、職員又は利用者がいる。

　該当なし



申請者の状況 評価 備考確認事項

(17) 　整備している 〇

① 評価機関として認証された日及び番号

② 実施する評価の種類

③
法人の概要（法人の一部部署が評価を行う場合は、当該部署の概要）・評価調査者一覧・評
価内容及び手法に関する規程、倫理及び守秘義務に関する規程、評価料金表、評価実績（評
価がない場合は不要）及び事務責任者の連絡先等

(19)
　漏えいしていな
い

〇

(21) 　説明されている 〇

(23) 　同意を得ている 〇

・公表に関して
は、必ず同意書を
受領している。

(24) 　該当なし 〇

(25)
　合議により決定
している

〇

(26) 　該当なし 〇

(27) 　該当なし 〇

(28)

　以前は、受審施
設の評価結果が２
か月以内に掲載で
きていなかった
が、令和元年度は
２か月以内に掲載
している。また掲
載後の通知はして
いる

×

(29)
　２か月以内に公
表できない理由を
通知していない

×

(30) 　交付していない ×

・認定書を交付し
ていなかったた
め、交付するよう
指導した。

・受審施設を幾度
も訪問すること、
また報告書の同意
確認に時間を要す
ことからWAMネッ
トへの掲載が遅延
することがあった
が、直近では２か
月以内に掲載でき
ていることから引
き続き２か月以内
に掲載するよう指
導した。
・また公表の遅延
理由を、事業所に
通知していないこ
とから、通知する
よう指導した。

5

　県の事務取扱要
領の内容を満たし
た体制・方法で実
施している

　評価の決定方法について、訪問調査を行った評価調査者の合議により適切に決定されているか

(20)

〇

　評価終了後、報告書を公表するに当たり事業者の承認を得られているか

　報告書の内容に異議を申し出た事業者から意見書の提出を適切に受け付けているか

　体制・方法は適正か
・評価調査者は３
名を基本としてい
る。
・評価は①事前説
明会（１日）②訪
問調査(２日）③
別途、利用者への
ヒアリングの実施
を基本としてい
る。

・事前説明は、全
ての事業所を訪問
し、事前説明資料
により説明をして
いる。

②評価に入る評価調査者の氏名

○

〇

　評価を受審の上、評価項目の全ての評価結果の公表に同意した事業所に対し、認定証を交付し
ているか

6

　事前説明会等により事業者に説明されているか

　事前説明事項は適切か

　役員、評価調査者及び事務局職員は、評価を実施する上で知り得た情報を漏えいしていない
か。

(18)

　事業の透明性を確保するため、次の事項を自己の管理するホームページに掲載すること。

　評価結果について、訪問調査の日から２か月以内に報告書をWAMネットに掲載し、事業者に通
知しているか

　上記期間内に公表ができない場合に、理由等を事業者に通知しているか

②評価方法（訪問調査、書面調査）

⑦評価の公表期間

⑧報告書

　上記の方法で決定できない場合や事業者から報告書の内容に異議があった場合に評価決定委員
会で評価が決定されているか

　事業者から提出された意見書の取扱は適正か
　※意見書を受領した場合、評価決定委員会で報告書の内容を決定、挙証資料があれば報告書の
内容に盛り込むことも要検討

④事前に提出を受ける書類、提出期限、当日の準備書類等

③自己評価

⑥公表方針

①事業の趣旨、スケジュール、評価項目等

(22)

　掲載している

○鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領関係

　受審施設等からの苦情等への対応体制を整備していること。（認証要綱第３条第１項第６号）

　適切である

⑦その他、評価の受審に当たり必要なこと

⑥評価機関の倫理、守秘義務に関すること

⑤評価結果の公表、苦情対応に関すること

①評価項目、評価区分（３段階：ａ,ｂ,ｃ）、２段階（ａ,ｃ）

④評価調査者数

⑤評価調査日数

③評価料金及び解約に関すること



  

資料６－３ 

評価機関認証申請書類審査表 
 

【申請団体】 特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 
 

○審査表１（要件の審査） 

認証要件（認証要綱第３条） 申請者の状況 適否 備考 

１ 法人格を有すること。 特定非営利活動法人である 適  

２ 

申請法人が、社会福祉法及び介護保険法に規定する

福祉・保健サービス（社会福祉法第２条第３項第１

２号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第

１３号に規定する連絡又は助成を行う事業及び各

種相談事業に係るサービスを除く。以下「福祉・保

健サービス」という。）を提供していないこと。 

福祉・保健サービスを提供していな

い 
適  

３ 

申請法人の役員の過半数が、次の各号のいずれにも

該当しないこと。 
   

ア 福祉・保健サービス提供法人の役員及び福祉・

保健サービスを提供する施設若しくは事業所

の長若しくは管理者であること。ただし、申請

法人が、地域福祉の推進を図ることを目的とし

て設立された福祉・保健サービス利用者に係る

権利擁護などの公益的な事業を実施している

団体であり、公正に評価を実施できると鳥取県

社会福祉・保健サービス評価推進委員会が認め

る場合はこの限りでない。 

該当なし 適  

  イ 地域密着型サービスを提供する施設等の職

員であること。（地域密着型サービス外部評価

に限る。） 

該当なし 適  

４ 

評価調査者を２名以上委嘱しており、その委嘱は、

県が評価区分ごとに公表する評価調査者養成研修

修了者名簿に登載されている者の中から行ってい

ること。なお、既に他の評価機関と重ねて委嘱され

ている者については、当該評価機関の同意を得た上

で、委嘱していること。 

地域密着型サービス外部評価の評価

調査者７名（新たに３名登載希望） 
適 

３名の登載

手続中 

５ 

認証要綱第３条第１項第５号に掲げる資料等を整

備し、公開していること。 

※認証要綱第８条第１項第７号（認証機関が遵守すべ

き事項）において「自己の管理するホームページに同

資料等を掲載すること」としている。 

※令和元年度第１回評価推進委員会において、評価料

金表だけでなく、その積算資料も提出を依頼するよう

提案があった。 

申請団体のホームページにおける公

表状況は以下のとおり 

（第３条第１項第５号関係） 

ア 評価調査者一覧：公開中 

イ 評価の内容、手法等に関する規

程：公開中 

ウ 倫理及び守秘義務に関する規

程：公開中 

エ 評価料金表：公開中 

オ 評価実績：公開中 

適  

６ 
評価を受審した施設等からの苦情等への対応体制

を整備していること。 

苦情解決の申立窓口を設置してい

る。 
適  

７ 
認証要綱第１１条の規定に基づき、認証を取り消さ

れた法人については、県が決定した再認証の条件を

満たしていること。 

― ―  

８ 

認証の更新を行う日の属する年度の前年度から直

近３か年度における評価件数（社会的養護関係施設

に係る評価件数を含む。）が１０件未満の場合にあ

っては、当該更新を行う年度内に更新時研修を受講

していること。 

【鳥取県内（全国）】 

平成２９年度 ：４件（５件） 

平成３０年度 ：３件（３件） 

令和元年度  ：４件（４件） 

３か年度合計：１１件（１２件） 

 

適  

 



【申請団体】 特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク  
 

○審査表２（必要資料の審査） 

認証要綱第４条第１項に掲げる申請に必要な資料 資料の有無及び該当資料 留意点・修正点 

１ 法人登記簿謄本 有  

２ 役員名簿 有  

３ 定款又は寄付行為等 定款  

４ 
法人の事業計画または事業概要を説明す

る書類 
２０２０年度版法人案内  

５ 
前年度予算書及び決算書（新設法人は不

要） 

・令和元年度収支予算比 

較表 

・決算報告書（令和元年度） 

 

６ 

法人の一部の部署が評価事業を行う場合

は、当該部署名及び部署の事業内容を記載

した書類 

・評価を実施する部署、連

絡先 

・組織図（令和２年４月） 

 

７ 

所属する評価調査者一覧（他の評価機関と

重ねて委嘱している者がいる場合は、他の

評価機関の同意書を添付） 

所属する評価調査者一覧 

（令和２年４月２０日現

在） 

 

８ 評価手順及び手法に関する書類 

・地域密着型サービス 外

部評価管理手順と情報管

理システム 

 

９ 倫理及び守秘義務に関する規程 

・地域密着型サービス外部

評価に関する守秘義務規

程及び倫理規程 

 

１０ 苦情解決体制の概要 

・評価に関する意見や苦情

等の申立窓口および責任

者に関する規程 

 

１１ 評価料金表 

・鳥取県 地域密着型サー

ビス外部評価 料金表 

・鳥取県 地域密着型サー

ビス外部評価 費用内訳 

 

１２ その他（評価実績） 
評価実績表（令和２年４月

２０日現在） 
 

 



特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク

申請者の状況 評価 備考

(1) 　行っていない 〇

(2) 　行っていない 〇

(3) 　該当なし 〇

① 高齢者を対象とした福祉・保健サービス

② 障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス

③ ①及び②以外を対象とした福祉・保健サービス

(5) 　該当なし 〇

(6) 　該当なし 〇

(7) 　該当なし 〇

①
　評価調査者の所属する福祉・保健サービス提供法人（以下「評価調査者所属法人」とい
う。）と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供している。

②
　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サー
ビスを提供している。

③
評価調査者所属法人と受審施設等とがともに①及び②以外を対象とした福祉・保健サービ

スを提供している。

(9) 　該当なし 〇

(10) 　該当なし 〇

(11) 　行っていない 〇

(12) 　該当なし 〇

(13) 　該当なし 〇

(14) 　該当なし 〇

(15)

(16)
　連続となってい
ない

〇

継続認証に係る現地調査審査表

　評価は、県が別に定める鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領に基づ
いて行うこと。

　同一施設等を連続して評価する場合には、評価調査者のうち少なくとも半数以上は連続になら
ないようにすること。

　評価機関の役員の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の
役員、職員又は利用者がいる。

　該当なし

確認事項

評価を受審する施設等（以下「受審施設等」という。）と次に掲げる関係にない。

評価機関の役員（会員及び顧問等は対象外）が、受審施設等と次に掲げる関係にない。

評価機関関係

役員関係

　評価機関が、受審施設等又は受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人の本部（以下
「法人本部」という。）若しくは受審施設等以外の施設等（以下「同一法人施設等」という。）
に対し、現在若しくは過去１年間に寄付若しくは会計事務委託などを行っている又は現在若しく
は過去に経営コンサルタントを行っている。

○評価機関認証要綱第８条（評価機関が遵守すべき事項）関係

　受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人が、評価機関に対し、現在又は過去１年間
に寄付又は経営コンサルタントなどを行っている。

1

　評価調査者が、福祉・保健サービス提供法人の役員又は施設等の長若しくは管理者であって、
かつ次に掲げる関係にある。

2

所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合（上記(8)の場合を除く。）には、受審施
設等に対する当該評価調査者の派遣人数を１名以内とすること。

　評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過
去１年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

　評価機関の役員に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利
用者がいる。

　評価調査者の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役
員、職員又は利用者がいる。

　該当なし(4)

評価調査者関係

　評価機関の役員の所属する福祉・保健サービス提供法人（①地域福祉の推進を図るために設立
された法人、②公益的な事業を行っている法人で公正に評価できると鳥取県社会福祉・保健サー
ビス評価推進委員会が認めた法人を除く。）が、次に掲げる区分において、受審施設等と同一の
サービスを提供している。

(8)

3

　評価調査者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用者
がいる。

〇

〇

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに（１２）及び（１３）以外を対象とした福祉・保
健サービスを提供している。

　所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合には、当該評価調査者以外の評価調査者
により、当該受審施設等の評価を行っている。

　評価調査者に、地域密着型サービスを提供する施設等の職員がいる。（地域密着型サービス外
部評価に限る。）

　評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去１
年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

4

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供し
ている。

評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス
を提供している。



申請者の状況 評価 備考確認事項

(17) 　整備している 〇

① 評価機関として認証された日及び番号

② 実施する評価の種類

③
法人の概要（法人の一部部署が評価を行う場合は、当該部署の概要）・評価調査者一覧・評
価内容及び手法に関する規程、倫理及び守秘義務に関する規程、評価料金表、評価実績（評
価がない場合は不要）及び事務責任者の連絡先等

(19)
　漏えいしていな
い

〇

(21) 　説明されている 〇

(23) 　同意を得ている 〇

(24) 　該当なし 〇

(25)
　合議により決定
している

〇

(26) 　該当なし 〇

(27) 　該当なし 〇

(28)

　受審施設の評価
結果全てが２か月
以内に掲載できて
いなかったが、掲
載後の通知はして
いる

×

(29)
　２か月以内に公
表できない理由を
通知している

〇

(30)
　交付しているが
様式の記載事項が
若干間違っていた

×

・様式の記載事項
が若干間違ってい
たため、修正する
よう指導した。

　適切である

⑦その他、評価の受審に当たり必要なこと

⑥評価機関の倫理、守秘義務に関すること

⑤評価結果の公表、苦情対応に関すること

①評価項目、評価区分（３段階：ａ,ｂ,ｃ）、２段階（ａ,ｃ）

④評価調査者数

⑤評価調査日数

③評価料金及び解約に関すること

①事業の趣旨、スケジュール、評価項目等

(22)

　掲載している

○鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領関係

　受審施設等からの苦情等への対応体制を整備していること。（認証要綱第３条第１項第６号）

　評価結果について、訪問調査の日から２か月以内に報告書をWAMネットに掲載し、事業者に通
知しているか

　上記期間内に公表ができない場合に、理由等を事業者に通知しているか

②評価方法（訪問調査、書面調査）

⑦評価の公表期間

⑧報告書

　上記の方法で決定できない場合や事業者から報告書の内容に異議があった場合に評価決定委員
会で評価が決定されているか

　事業者から提出された意見書の取扱は適正か
　※意見書を受領した場合、評価決定委員会で報告書の内容を決定、挙証資料があれば報告書の
内容に盛り込むことも要検討

④事前に提出を受ける書類、提出期限、当日の準備書類等

③自己評価

⑥公表方針

(18)

　事業の透明性を確保するため、次の事項を自己の管理するホームページに掲載すること。

　評価を受審の上、評価項目の全ての評価結果の公表に同意した事業所に対し、認定証を交付し
ているか

6

　事前説明会等により事業者に説明されているか

　事前説明事項は適切か

　役員、評価調査者及び事務局職員は、評価を実施する上で知り得た情報を漏えいしていない
か。

〇

　評価終了後、報告書を公表するに当たり事業者の承認を得られているか

　報告書の内容に異議を申し出た事業者から意見書の提出を適切に受け付けているか

　体制・方法は適正か
・評価調査者は２
名を基本としてい
る。
・評価は訪問調査
（１日）を基本と
している。

・事前説明は、全
ての事業所に対し
て事前説明資料を
送付し、電話で説
明をしている。

②評価に入る評価調査者の氏名

○

〇

・受審施設におい
て、施設長が、評
価結果の公表前の
確認を職員にも行
わせることによ
り、職員の目標作
成計画を作成させ
る等職員育成の
ツールとして活用
する施設が増えて
きている、また評
価機関として受審
施設が同一法人の
場合、記載方法を
統一的としたいと
のことから公表が
遅延しているが、
利用者にも影響が
あることから２か
月以内に掲載する
よう指導した。

5

　県の事務取扱要
領の内容を満たし
た体制・方法で実
施している

　評価の決定方法について、訪問調査を行った評価調査者の合議により適切に決定されているか

(20)



  

資料６－４ 

評価機関認証申請書類審査表 
 

 

【申請団体】 特定非営利活動法人あいおらいと 
 

○審査表１（要件の審査） 

認証要件（認証要綱第３条） 申請者の状況 
適

否 
備考 

１ 法人格を有すること。 特定非営利活動法人である 適  

２ 

申請法人が、社会福祉法及び介護保険法に規定する

福祉・保健サービス（社会福祉法第２条第３項第１

２号に規定する福祉サービス利用援助事業、同項第

１３号に規定する連絡又は助成を行う事業及び各

種相談事業に係るサービスを除く。以下「福祉・保

健サービス」という。）を提供していないこと。 

福祉・保健サービスを提供していない 適  

３ 

申請法人の役員の過半数が、次の各号のいずれにも

該当しないこと。 
   

ア 福祉・保健サービス提供法人の役員及び福祉・

保健サービスを提供する施設若しくは事業所

の長若しくは管理者であること。ただし、申請

法人が、地域福祉の推進を図ることを目的とし

て設立された福祉・保健サービス利用者に係る

権利擁護などの公益的な事業を実施している

団体であり、公正に評価を実施できると鳥取県

社会福祉・保健サービス評価推進委員会が認め

る場合はこの限りでない。 

該当なし 適  

 イ 地域密着型サービスを提供する施設等の職員

であること。（地域密着型サービス外部評価に

限る。） 

該当なし 適  

４ 

評価調査者を２名以上委嘱しており、その委嘱は、

県が評価区分ごとに公表する評価調査者養成研修

修了者名簿に登載されている者の中から行ってい

ること。なお、既に他の評価機関と重ねて委嘱され

ている者については、当該評価機関の同意を得た上

で、委嘱していること。 

・福祉サービス第三者評価の評価調査者７名 

・地域密着型サービス外部評価の評価調査者

４名 

適  

５ 

認証要綱第３条第１項第５号に掲げる資料等を整

備し、公開していること。 

※認証要綱第８条第１項第７号（認証機関が遵守すべ

き事項）において「自己の管理するホームページに同

資料等を掲載すること」としている。 

※令和元年度第１回評価推進委員会において、評価料

金表だけでなく、その積算資料も提出を依頼するよう

提案があった。 

申請団体のホームページにおける公表状況は

以下のとおり 

（第３条第１項第５号関係） 

ア 評価調査者一覧：公開中 

イ 評価の内容、手法等に関する規程：公開中 

ウ 倫理及び守秘義務に関する規程：公開中 

エ 評価料金表：公開中 

オ 評価実績：WAM ネット及び社会的養護関

係施設は全国社会福祉協議会のリンク 

適  

６ 
評価を受審した施設等からの苦情等への対応体制

を整備していること。 
苦情申出窓口を設置している。 適  

７ 

認証要綱第１１条の規定に基づき、認証を取り消さ

れた法人については、県が決定した再認証の条件を

満たしていること。 

― ―  

８ 

認証の更新を行う日の属する年度の前年度から直

近３か年度における評価件数（社会的養護関係施設

に係る評価件数を含む。）が１０件未満の場合にあ

っては、当該更新を行う年度内に更新時研修を受講

していること。 

【第三者評価 鳥取県内（全国）・ 

鳥取地域密着型 鳥取県内（全国）】 

平成２９年度：２件（２件）・１件（１件） 

平成３０年度：４件（５件）・１件（１件） 

令和元年度：６件（１３件）・２件（２件） 

３か年度合計：１２件（２０件）・４件（４件） 

適  

 



【申請団体】 特定非営利活動法人あいおらいと  
 

○審査表２（必要資料の審査） 

認証要綱第４条第１項に掲げる申請に必要な資料 資料の有無及び該当資料 留意点・修正点 

１ 法人登記簿謄本 有  

２ 役員名簿 有  

３ 定款又は寄付行為等 ・定款  

４ 
法人の事業計画または事業概要を説明す

る書類 

・チラシ 

・事業の概要 
 

５ 
前年度予算書及び決算書（新設法人は不

要） 

・令和元年度予算案、決算

書 
 

６ 

法人の一部の部署が評価事業を行う場合

は、当該部署名及び部署の事業内容を記載

した書類 

－  

７ 

所属する評価調査者一覧（他の評価機関と

重ねて委嘱している者がいる場合は、他の

評価機関の同意書を添付） 

・所属する評価調査者一覧  

８ 評価手順及び手法に関する書類 
・評価手順及び手法を説明

する書類 
 

９ 倫理及び守秘義務に関する規程 
・倫理及び守秘義務に関す

る規程（別添契約書） 
 

１０ 苦情解決体制の概要 ・苦情申出窓口について  

１１ 評価料金表 

・評価料金表 

・福祉サービス第三者評価

積算算出表（旅費別） 

 

１２ その他（評価実績） 

・令和元年度福祉サービス

第三者評価実績 

・令和元年度認知症対応型

共同生活介護評価実績 

 

 



特定非営利活動法人あいおらいと

申請者の状況 評価 備考

(1) 　行っていない 〇

(2) 　行っていない 〇

(3) 　該当なし 〇

① 高齢者を対象とした福祉・保健サービス

② 障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス

③ ①及び②以外を対象とした福祉・保健サービス

(5) 　該当なし 〇

(6) 　該当なし 〇

(7) 　該当なし 〇

①
　評価調査者の所属する福祉・保健サービス提供法人（以下「評価調査者所属法人」とい
う。）と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供している。

②
　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サー
ビスを提供している。

③
評価調査者所属法人と受審施設等とがともに①及び②以外を対象とした福祉・保健サービ

スを提供している。

(9) 　該当なし 〇

(10) 　該当なし 〇

(11) 　行っていない 〇

(12) 　該当なし 〇

(13) 　該当なし 〇

(14) 　該当なし 〇

(15)
審査項目（２０）
以下を参照

(16)
　連続となってい
ない

〇
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　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに高齢者を対象とした福祉・保健サービスを提供し
ている。

評価調査者所属法人と受審施設等とがともに障がい者（児）を対象とした福祉・保健サービス
を提供している。

　評価調査者が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過去１
年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

〇

〇

　評価調査者所属法人と受審施設等とがともに（１２）及び（１３）以外を対象とした福祉・保
健サービスを提供している。

　所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合には、当該評価調査者以外の評価調査者
により、当該受審施設等の評価を行っている。

　評価調査者に、地域密着型サービスを提供する施設等の職員がいる。（地域密着型サービス外
部評価に限る。）

　該当なし(4)

評価調査者関係

　評価機関の役員の所属する福祉・保健サービス提供法人（①地域福祉の推進を図るために設立
された法人、②公益的な事業を行っている法人で公正に評価できると鳥取県社会福祉・保健サー
ビス評価推進委員会が認めた法人を除く。）が、次に掲げる区分において、受審施設等と同一の
サービスを提供している。

(8)

3

　評価調査者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利用者
がいる。

　評価調査者が、福祉・保健サービス提供法人の役員又は施設等の長若しくは管理者であって、
かつ次に掲げる関係にある。

2

所属する評価調査者に、受審施設等と次に掲げる関係にある者がいる場合（上記(8)の場合を除く。）には、受審施
設等に対する当該評価調査者の派遣人数を１名以内とすること。

　評価機関の役員が、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等に対し、現在又は過
去１年間に寄付又は会計事務委託などを行っている。

　評価機関の役員に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役員、職員又は利
用者がいる。

　評価調査者の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の役
員、職員又は利用者がいる。

確認事項

評価を受審する施設等（以下「受審施設等」という。）と次に掲げる関係にない。

評価機関の役員（会員及び顧問等は対象外）が、受審施設等と次に掲げる関係にない。

評価機関関係

役員関係

　評価機関が、受審施設等又は受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人の本部（以下
「法人本部」という。）若しくは受審施設等以外の施設等（以下「同一法人施設等」という。）
に対し、現在若しくは過去１年間に寄付若しくは会計事務委託などを行っている又は現在若しく
は過去に経営コンサルタントを行っている。

○評価機関認証要綱第８条（評価機関が遵守すべき事項）関係

　受審施設等を所管する福祉・保健サービス提供法人が、評価機関に対し、現在又は過去１年間
に寄付又は経営コンサルタントなどを行っている。

1

継続認証に係る現地調査審査表

　評価は、県が別に定める鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領に基づ
いて行うこと。

　同一施設等を連続して評価する場合には、評価調査者のうち少なくとも半数以上は連続になら
ないようにすること。

　評価機関の役員の４親等以内の者に、受審施設等又はその法人本部若しくは同一法人施設等の
役員、職員又は利用者がいる。

　該当なし



申請者の状況 評価 備考確認事項

(17) 　整備している 〇

① 評価機関として認証された日及び番号

② 実施する評価の種類

③
法人の概要（法人の一部部署が評価を行う場合は、当該部署の概要）・評価調査者一覧・評
価内容及び手法に関する規程、倫理及び守秘義務に関する規程、評価料金表、評価実績（評
価がない場合は不要）及び事務責任者の連絡先等

(19)
　漏えいしていな
い

〇

(21) 　説明されている 〇

(23) 　同意を得ている 〇

(24) 　該当なし 〇

(25)
　合議により決定
している

〇

(26) 　該当なし 〇

(27) 　該当なし 〇

(28)
  概ね２か月以内
に掲載し通知して
いる

〇

(29)   該当なし 〇

(30)
  認定証の交付は
しているが、様式
が間違っていた

×

・全国社会福祉協
議会の認定証様式
を使用していたた
め、県の定める様
式を使用するよう
指導した。
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　県の事務取扱要
領の内容を満たし
た体制・方法で実
施している

　評価の決定方法について、訪問調査を行った評価調査者の合議により適切に決定されているか

(20)

〇

　評価終了後、報告書を公表するに当たり事業者の承認を得られているか

　報告書の内容に異議を申し出た事業者から意見書の提出を適切に受け付けているか

　体制・方法は適正か
・評価調査者は第
三者評価３名、外
部評価２名を基本
としている。
・評価は①施設見
学及び事前説明会
（４時間）②訪問
調査(１日）③結
果説明会（２時
間）を基本として
いる。
・利用者アンケー
トは外部評価及び
第三者評価で実施
することを基本と
している。

・事前説明は、全
ての事業所に対し
て事前説明資料に
より説明をしてい
る。

②評価に入る評価調査者の氏名

〇

〇

　評価を受審の上、評価項目の全ての評価結果の公表に同意した事業所に対し、認定証を交付し
ているか

6

　事前説明会等により事業者に説明されているか

　事前説明事項は適切か

　役員、評価調査者及び事務局職員は、評価を実施する上で知り得た情報を漏えいしていない
か。

(18)

　事業の透明性を確保するため、次の事項を自己の管理するホームページに掲載すること。

　評価結果について、訪問調査の日から２か月以内に報告書をWAMネットに掲載し、事業者に通
知しているか

　上記期間内に公表ができない場合に、理由等を事業者に通知しているか

②評価方法（訪問調査、書面調査）

⑦評価の公表期間

⑧報告書

　上記の方法で決定できない場合や事業者から報告書の内容に異議があった場合に評価決定委員
会で評価が決定されているか

　事業者から提出された意見書の取扱は適正か
　※意見書を受領した場合、評価決定委員会で報告書の内容を決定、挙証資料があれば報告書の
内容に盛り込むことも要検討

④事前に提出を受ける書類、提出期限、当日の準備書類等

③自己評価

⑥公表方針

①事業の趣旨、スケジュール、評価項目等

(22)

　掲載している

○鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価機関事務取扱要領関係

　受審施設等からの苦情等への対応体制を整備していること。（認証要綱第３条第１項第６号）

　適切である

⑦その他、評価の受審に当たり必要なこと

⑥評価機関の倫理、守秘義務に関すること

⑤評価結果の公表、苦情対応に関すること

①評価項目、評価区分（３段階：ａ,ｂ,ｃ）、２段階（ａ,ｃ）

④評価調査者数

⑤評価調査日数

③評価料金及び解約に関すること


